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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 10月 14日 (2004.10.14)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 ３ は 、 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム に お け る 警 備 装 置 で 用 い る こ と の で き る 警 備 端 末 装 置 １
の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
　 警 備 端 末 装 置 １ は 、 中 央 警 備 装 置 ６ に 対 し て 一 般 公 衆 回 線 等 の 通 信 回 線 ５ を 介 し て 通 報
を 行 う 通 報 部 １ ７ と 、 カ ー ド リ ー ダ ー ８ 及 び デ ー タ 変 換 器 ７ を 介 し て 指 紋 照 合 装 置 ２ と の
通 信 を 行 う ロ ー カ ル 通 信 Ｉ ／ Ｆ １ ２ と 、 警 備 モ ー ド 移 行 の た め の 操 作 を 行 う モ ー ド 移 行 操
作 部 １ ３ と 、 侵 入 セ ン サ ４ か ら の 検 知 信 号 を 受 け る セ ン サ Ｉ ／ Ｆ １ ４ と 、 現 在 の 警 備 モ ー
ド 情 報 や 異 常 の 有 無 等 を 表 示 す る 表 示 部 １ ５ と 、 警 備 シ ス テ ム の 動 作 プ ロ グ ラ ム 、 警 備 モ
ー ド 情 報 、 及 び 警 備 モ ー ド 移 行 操 作 者 を 識 別 す る た め の 認 証 コ ー ド （ 例 え ば 、 Ｉ Ｄ コ ー ド
） 等 を 記 憶 す る Ｒ Ｏ Ｍ ／ Ｒ Ａ Ｍ か ら な る 記 憶 部 １ ６ と 、 こ れ ら を 制 御 す る Ｃ Ｐ Ｕ 等 か ら な
る 制 御 部 １ １ か ら 構 成 す る こ と が で き る 。 前 記 モ ー ド 移 行 操 作 部 は 、 例 え ば 、 キ ー ス イ ッ
チ 等 で あ る こ と が で き 、 前 記 表 示 部 は 、 例 え ば 、 Ｌ Ｅ Ｄ や Ｌ Ｃ Ｄ で あ る こ と が で き る 。
　 こ の 警 備 端 末 装 置 １ は 、 警 備 セ ッ ト モ ー ド 中 に セ ン サ ４ か ら セ ン サ Ｉ ／ Ｆ １ ４ を 介 し て
検 知 信 号 を 受 け る と 、 通 報 部 １ ７ か ら 異 常 信 号 を 通 信 回 線 ５ を 介 し て 警 備 の 中 央
警 備 装 置 ６ に 通 報 す る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 一 方 、 警 備 セ ッ ト モ ー ド か ら 警 備 解 除 モ ー ド へ の 移 行 操 作 は 、 前 記 警 備 解 除 モ ー ド か ら
警 備 セ ッ ト モ ー ド へ の 移 行 操 作 と 同 様 に 、 モ ー ド 移 行 操 作 部 １ ３ で の モ ー ド 移 行 操 作 （ 例
え ば 、 警 備 セ ッ ト 操 作 キ ー の 押 下 ） と 認 証 コ ー ド の 入 力 と の 組 合 せ に よ っ て 実 施 可 能 と す
る こ と も で き る が 、 セ ン サ ４ の 検 知 状 態 の 確 認 工 程 が 不 要 な の で 、 モ ー ド 移 行 操 作 部 １ ３
で の モ ー ド 移 行 操 作 を 行 う こ と な く 、 単 に 、 警 備 モ ー ド 移 行 操 作 許 可 者 が 自 己 の 認 証 コ ー
ド を 入 力 す る 操 作 の み に よ っ て 可 能 に す る の が 好 ま し い 。 認 証 コ ー ド の 入 力 は 、 前 記 と 同
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様 に 、 例 え ば 、 カ ー ド リ ー ダ ー ８ に Ｉ Ｄ カ ー ド を 操 作 す る こ と に よ り 、 Ｉ Ｄ カ ー ド の カ ー
ド デ ー タ を 入 力 す る こ と に よ っ て 行 う こ と が で き る 。 警 備 端 末 装 置 １ で は 、 ロ ー カ ル 通 信
Ｉ ／ Ｆ １ ２ を 介 し て 、 認 証 コ ー ド （ 例 え ば 、 Ｉ Ｄ カ ー ド の カ ー ド デ ー タ ） を 受 信 す る と 、
記 憶 部 １ ６ に 記 憶 し て い る 前 記 移 行 操 作 許 可 者 登 録 表 を 参 照 し 、 認 証 コ ー ド の 照 合 を 行 う

認 証 コ ー ド が 移 行 操 作 許 可 者 登 録 表 に て 移 行 操 作 許 可 者 と し て 登 録 さ れ て い る 場 合 は 、
警 備 装 置 １ ０ を 警 備 解 除 モ ー ド に 移 行 す る と 共 に 、 ロ ー カ ル 通 信 Ｉ ／ Ｆ １ ２ か ら 指 紋 照 合
装 置 ２ へ 警 備 解 除 モ ー ド 信 号 を 送 出 す る 。 こ の 際 に 同 時 に 、 電 気 錠 ３ へ 解 錠 信 号 を 送 出 す
る よ う に 制 御 部 １ １ を 設 定 す る こ と も で き る 。
　 な お 、 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム に お い て は 、 出 入 管 理 装 置 か ら 入 力 さ れ た 認 証 コ ー ド に 基
づ い て 、 警 備 装 置 に お け る 警 備 モ ー ド を 警 備 セ ッ ト モ ー ド か ら 警 備 解 除 モ ー ド へ 移 行 す る
こ と も で き 、 こ の 点 に つ い て も 後 述 す る 。

(2) JP 2000-298783 A5 2005.6.30

。


	header
	written-amendment

